
  
資料１ 

  入間市水道事業給水条例の一部を改正する条例 改正要旨 

 

１ 改正の経緯 

現行の入間市水道事業給水条例では、水道利用加入金及び水道基本料金はメーター口径 

１００ｍｍまで設定されておりますが、市内に工場建設を予定している企業から給水計画に

ついて協議があり、新たに１５０ｍｍの水道利用加入金及び水道基本料金を設定する必要が

生じました。 

また、市では「第６次入間市総合計画・後期基本計画」の施策の一つに「企業誘致の推

進」を掲げ、より多くの企業が活発な経済活動を行うまちを目指しております。 

今後、多様な企業の進出に対応するため、１５０ｍｍに加え、２００ｍｍの水道利用加入

金及び水道基本料金を併せて新設するものです。 

 

２ 改正の内容 

メーター口径１５０ｍｍ及び２００ｍｍの水道利用加入金及び水道基本料金を新設するも

のです。 

（水道利用加入金） 

口径 金額 

１５０ｍｍ ２１，１００，０００円 

２００ｍｍ ２９，９００，０００円 

（水道基本料金） 

口径 金額 

１５０ｍｍ ７７，２００円 

２００ｍｍ １４２，０００円 

 

３ 施行日   

令和５年４月 1日 


